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（ 公 印 省 略 ） 

 

 

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令等の公布に

ついて 

 

石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和 51 年政令第 129 号)の一部を改正す

る政令(令和５年政令第 194 号。以下「改正政令」という。)及び石油コンビナー

ト等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和 51 年自治省令第

17 号)の一部を改正する省令(令和５年総務省令第 47 号。以下「改正省令」という。

)が本日公布されました。 

今回の改正は、１台で大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車の性

能を有する消防ポンプ自動車（大型化学消防車で、高所から放水することができ

る性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付け

るものとして総務省令で定めるもの。以下「消火薬剤タンク付き大型化学高所放

水車」という）について、特定事業所の自衛防災組織に備え付ける場合には、大

型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車各１台を備え付けているものと

みなすこととするほか、泡消火薬剤を加圧せずに自動的に一定の比率で水と混合

する装置が開発されたことに伴い、自動比例泡混合装置（泡消火薬剤を自動的に

一定の比率で水と混合する装置）について所要の規定の整備を行うことを主な内

容とするものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

第一 改正政令に関する事項 

１ 自衛防災組織に関する事項 

（１）大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等の代替規定 

消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付けているときは、消火薬

剤タンク付き大型化学高所放水車一台につき大型化学消防車、大型高所放水

殿 



車、泡原液搬送車等をそれぞれ一台備え付けているものとみなすものとした

こと（改正政令による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令（以下

「新令」という。）第 16 条第３項関係）。 

（２）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の防災要員の配置 

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き

大型化学高所放水車を備え付けている場合には、消火薬剤タンク付き大型化

学高所放水車１台につき５人の防災要員を置くものとしたこと（新令第７条

第１項関係）。 

（３）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の指揮者及び泡消火薬剤の算定

対象への追加 

消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車について、指揮者及び泡消火薬剤

の算定対象に含めることとしたこと（新令第７条第２項及び第 14 条関係）。 

（４）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に係る可搬式泡放水砲等の配備 

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き

大型化学高所放水車を備え付けている場合には、大型化学消防車等と同様に、

可搬式泡放水砲等を備え付けなければならないものとしたこと（新令第 15 条

関係）。 

 

２ 共同防災組織に関する事項 

共同防災組織においても、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を導入

できることとしたこと（新令第 20 条及び第 21 条関係）。 

 

第二 改正省令に関する事項 

１ 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に関する事項 

（１）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の性能に関する規定の追加 

新令第 16 条第３項の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の基準につい

て、大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車と同等の性能（放水

量、泡消火薬剤タンク容量、放水高さ等）を有することとしたこと（改正省

令による改正後の特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（以下「新省

令」という。）第 20 条の２関係）。 

（２）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に関する可搬式泡放水砲等の規

定の整備 

新令第 15 条の省令で定める可搬式泡放水砲等の数は、消火薬剤タンク付き

大型化学高所放水車１台につき、一定量以上の泡水溶液を放水できる可搬式

泡放水砲１基、耐熱服１着及び空気呼吸器又は酸素呼吸器１個としたこと

（新省令第 21 条関係）。 

（３）消火用屋外給水施設の設置対象への追加 

消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付けている場合について、

特定事業所に消防車用消火用屋外施設を設置しなければならないとしたこと。

（新省令第７条関係）。 



（４）消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替が可能な事業所の規

定の追加 

新令第 16 条第３項の省令で定める特定事業所の要件として、当該特定事業

所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、消火薬

剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによって支障なく消火活動

ができることを定めたこと。（新省令第 20 条の２第３項関係）。 

 

２ 自動比例泡混合装置に係る規定の整備 

自動比例泡混合装置の定義から、泡消火薬剤を加圧することを除いたこと

（新省令第 18 条第１項関係）。 

 

３ 所要の規定の整理について 

その他、所要の規定の整理を行ったこと（新省令第８条、第 12 条、第 20

条の３及び第 26 条第 7 項並びに様式第５及び様式第８関係）。 

 

 

第三 施行期日に関する事項 

改正政令及び改正省令は、公布の日から施行すること。 

 

 

 



政
令
第
百
九
十
四
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
十
三
号
」
を

「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項

第
十
号
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

五
人

第
七
条
第
二
項
中
「
又
は
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
の
下
に

「
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
九
号
」
を

「
第
十
号
」
に
改
め
る
。



第
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
の
下

に
「
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
十

六
条
第
二
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
又
は
同
条
第
三
項
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は

同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項

中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
の
下
に
「
及
び
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放

水
車
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
消
火
薬
剤
タ

ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
（
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
総

務
省
令
で
定
め
る
容
量
以
上
の
泡
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
を
備
え
付
け
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
者



は
、
そ
の
一
台
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放

水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ

き
も
の
を
除
く
。
）
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
各
一
台
を
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を

「
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
四
項
」
を
「
第

五
項
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
の
下
に
「
、
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を
加
え
、
同
項

第
四
号
イ
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
、

「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第

四
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
条
第
二
項
中
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
」
に
、
「
す
べ
て
」

を
「
全
て
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
及
び
第
三

項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

現
下
の
防
災
資
機
材
の
技
術
進
歩
に
鑑
み
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
等
に
代
え
て
消
火
薬

剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

‥
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‥
‥
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‥
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‥
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

１
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
災
要
員
）

（
防
災
要
員
）

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備

に
よ
り
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備

え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一
台
、
各
一
基
又
は
各
一

え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一
台
、
各
一
基
又
は
各
一

隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
を
、
第
十
四

隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
を
、
第
十
三

号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所

（
新
設
）

放
水
車

五
人

十
一

第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲

一
人

十

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲

一
人

十
二
～
十
四

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又

通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

６

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

（
泡
消
火
薬
剤
）

（
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

付
け
る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場

付
け
る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と

合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と

み
な
し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の

み
な
し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化

学
消
防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型

学
消
防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大

化
学
高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大

型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水

型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項

に
規
定
す
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

に
規
定
す
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の

の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え

規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え

付
け
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
け
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化

高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ
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学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ

て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

、
同
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ

、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規

ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
三

千
百
リ
ッ
ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

定
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型

定
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型

化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防

付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防

車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種
普
通

車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種
普
通

化
学
消
防
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高

化
学
消
防
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高

所
放
水
車
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高

所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
総
務
省

所
放
水
車
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
総
務
省

令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
、
可
搬
式
泡
放
水
砲

令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
、
可
搬
式
泡
放
水
砲

、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器
（
以
下
「
可
搬
式
放
水

、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器
（
以
下
「
可
搬
式
放
水

銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
替
措
置
等
）

（
代
替
措
置
等
）

第
十
六
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

第
十
六
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
第

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災

資
機
材
等
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に

資
機
材
等
（
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え

代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を
設
置

て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を
設
置
し
た

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長
（
特

場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長
（
特
別
区

別
区
並
び
に
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
都

並
び
に
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
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道
府
県
知
事
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

県
知
事
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

よ
り
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業
所
に

、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け

自
衛
防
災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
ず
、

ず
、
又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

（
新
設
）

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放

水
車
（
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を

有
し
、
か
つ
、
総
務
省
令
で
定
め
る
容
量
以
上
の
泡
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
を
備

え
付
け
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
一
台
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型

高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）

、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
各
一
台
を
、
当
該
自

衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

４

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

３

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
台
以
上

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
台
以
上

の
大
型
高
所
放
水
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合

の
大
型
高
所
放
水
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
高
所
放
水
車
（
前
二
項
の
規
定
に

に
お
い
て
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
高
所
放
水
車
（
前
項
の
規
定
に
よ

よ
り
こ
れ
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
及
び
消
火
薬

り
こ
れ
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
含
む
。
以
下

剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

こ
の
項
に
お
い
て
「
大
型
高
所
放
水
車
等
」
と
い
う
。
）
及
び
普
通
泡
放
水

大
型
高
所
放
水
車
等
」
と
い
う
。
）
及
び
普
通
泡
放
水
砲
（
毎
分
四
千
リ
ッ

砲
（
毎
分
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省

ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
（
当

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
（
当
該
自
衛
防
災
組
織
に

該
自
衛
防
災
組
織
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
大
型
高

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
大
型
高
所
放
水
車
等
及
び
同

所
放
水
車
等
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲

項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
以
外
の
普
通
泡
放
水

以
外
の
普
通
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
）
は
、
第
八
条
第
一
項
の

砲
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
）
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
（
第
十
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て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
（
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
を
除
く
。

に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
基
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

て
同
じ
。
）
一
基
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き

り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
高
所
放
水
車
の
う
ち
一
台
を
、
当
該
自
衛
防
災
組

大
型
高
所
放
水
車
の
う
ち
一
台
を
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い

織
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、

る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
一
基

普
通
泡
放
水
砲
一
基
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
、
当
該
自
衛
防

に
つ
き
次
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

（
略
）

４

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

第
二
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

第
二
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

三

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

イ

第
一
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
五

イ

第
一
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
五

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
従
つ

定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
（
送
泡
設

て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
（
送
泡
設
備
付
き
タ

備
付
き
タ
ン
ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事

ン
ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事
業
所
に
当

業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に

該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
こ
れ
ら
の

こ
れ
ら
の
規
定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防

規
定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種

車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤

普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十

タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し

分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の

て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬

泡
消
火
薬
剤

剤
ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）
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ニ

第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

ニ

第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
前
二
号
の
規
定
及
び
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二

は
、
前
二
号
の
規
定
及
び
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
（
第
一
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
（
第
一
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。

）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し

）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し

く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
大
型
化

く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
大
型
化

学
高
所
放
水
車
、
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は

学
高
所
放
水
車
又
は
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る

普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
可
搬
式
放
水
銃
等

数
の
可
搬
式
放
水
銃
等

四

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

イ

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
及
び
次
号
に
お
い
て

イ

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
及
び
次
号
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材

第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
各
一
台

等
各
一
台
又
は
各
一
基
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災

又
は
各
一
基
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
（
当

要
員
（
当
該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
全
て
の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令

該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て
の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令
で
定
め

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項

る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項
第
三
号

第
三
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
防
災
要

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
防
災
要
員
の
行
う

員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機

防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で

械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総
務
省
令
で
定

て
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数

め
る
人
数
の
防
災
要
員
）

の
防
災
要
員
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
第
二
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二

二
項
の
規
定
は
第
二
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
は
第
三
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

項
の
規
定
は
第
三
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等

を
備
え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

を
備
え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組

て
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
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織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防

織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防

災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所

災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所

の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち
最
も

の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち
最
も

大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り

大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
中
「
特
定
事
業

「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に

す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
全

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務

て
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
」
と
、
「

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
」
と
、
「
第
八
条
か

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「

」
と
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、

て
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の

「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の
規
定
に
従

規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
の
事

つ
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務

業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条

織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
全

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務

て
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
第
二
十
条

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
第
二
十
条
第
一
項
第

第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規

一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
に
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

」
と
あ
る
の
は
「
に
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
同

と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
、

と
、
「
、
第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
第
一
号
イ
」
と
、
「

第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
第
一
号
イ
」
と
、
「
（
第
十
三

（
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
第
二
号
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
第
二
号
の
規
定
に
従

規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ

つ
て
」
と
、
「
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
に
つ
き
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
五
項

に
つ
き
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
八

中
「
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第

条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と

一
号
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に

、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

従
つ
て
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号

と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の
規
定

ロ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
従
つ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
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等
及
び
防
災
要
員
）

等
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
一
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の

第
二
十
一
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の

共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て

共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て

い
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ

い
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機

り
そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機

材
等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

材
等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め

一

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め

る
台
数
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
、
ヘ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
ヘ
に
定
め

る
台
数
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
、
ヘ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
ヘ
に
定
め

る
台
数
の
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
台
数
の
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

九
条
及
び
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

九
条
及
び
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て

て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資
機
材
等
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資
機
材
等
（
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

す
る
。

。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
総
務
省
令
第
四
十
七
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
五
項
、

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
並
び
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令

第
百
二
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
）
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移



動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
設
置
）

（
設
置
）

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
消
火

第
七
条

［
同
上
］

用
屋
外
給
水
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一

一

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一

年
政
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
、

年
政
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
及

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
又
は

防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
（
以
下
「
大
型
化
学
消

大
型
化
学
高
所
放
水
車
（
以
下
「
大
型
化
学
消
防
車
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

防
車
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設

合

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
能
力
）

（
能
力
）

第
八
条

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
能
力
に
関
す
る
基
準
は
、
令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条

第
八
条

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
能
力
に
関
す
る
基
準
は
、
令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条

第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

ら
な
い
大
型
化
学
消
防
車
等
の
放
水
能
力
の
合
計
に
、
当
該
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
放
水
能
力
が
最
大
の

型
化
学
消
防
車
等
の
放
水
能
力
の
合
計
に
、
当
該
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
放
水
能
力
が
最
大
の
大
型
化
学

大
型
化
学
消
防
車
等
の
放
水
能
力
を
加
算
し
た
放
水
能
力
（
以
下
「
総
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
百
二

消
防
車
等
の
放
水
能
力
を
加
算
し
た
放
水
能
力
（
以
下
「
総
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
百
二
十
分
継
続

十
分
継
続
し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
代
替
措
置
）

（
代
替
措
置
）

第
十
二
条

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所

第
十
二
条

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災

の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
最
大
の
放
水
能
力
を
有
す
る

組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
最
大
の
放
水
能
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
り

も
の
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
等

百
二
十
分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
等
が
、
第
九
条

が
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
べ
き
位
置
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
べ
き
位
置
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と
認
め

適
当
と
認
め
た
と
き
は
当
該
箇
所
に
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
消
火
栓
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な

た
と
き
は
当
該
箇
所
に
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
消
火
栓
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

す
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
）

（
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
）

第
十
八
条

令
第
八
条
第
一
項
の
大
型
の
化
学
消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
規
格
省
令
第
二
条

第
十
八
条

［
同
上
］

第
二
号
に
規
定
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

自
動
比
例
泡
混
合
装
置
（
泡
消
火
薬
剤
を
自
動
的
に
一
定
の
比
率
で
水
と
混
合
す
る
装
置
を
い
う
。
第
四

二

自
動
比
例
泡
混
合
装
置
（
泡
消
火
薬
剤
を
加
圧
し
て
自
動
的
に
一
定
の
比
率
で
水
と
混
合
す
る
装
置
を
い

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
代
替
措
置
）

第
二
十
条
の
二

令
第
十
六
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
容
量
は
、
五
千
八
百
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

［
新
設
］



２

令
第
十
六
条
第
三
項
の
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
消
防
ポ
ン
プ

自
動
車
で
あ
つ
て
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

３

令
第
十
六
条
第
三
項
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
お
け
る
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
小

型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
に
代
え
て
、
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
支
障
な
く
消
火
活
動
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
普
通
泡
放
水
砲
に
よ
る
代
替
措
置
）

（
普
通
泡
放
水
砲
に
よ
る
代
替
措
置
）

第
二
十
条
の
三

令
第
十
六
条
第
四
項
の
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も

第
二
十
条
の
二

令
第
十
六
条
第
三
項
の
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

２

令
第
十
六
条
第
四
項
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で

２

令
第
十
六
条
第
三
項
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

令
第
十
六
条
第
四
項
第
二
号
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務

３

令
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務

省
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
大
型
化
学
消
防
車
と
合
わ
せ
て
毎
分
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
泡
水
溶
液
を

省
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
大
型
化
学
消
防
車
と
合
わ
せ
て
毎
分
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
泡
水
溶
液
を

普
通
泡
放
水
砲
が
消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
圧
力
に
よ

普
通
泡
放
水
砲
が
消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
圧
力
に
よ

り
普
通
泡
放
水
砲
の
筒
先
の
基
部
ま
で
百
二
十
分
継
続
し
て
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
容
易
に
移
動
さ

り
普
通
泡
放
水
砲
の
筒
先
の
基
部
ま
で
百
二
十
分
継
続
し
て
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
容
易
に
移
動
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
化
学
消
防
自
動
車
そ
の
他
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
と
す
る
。

せ
る
こ
と
が
で
き
る
化
学
消
防
自
動
車
そ
の
他
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
と
す
る
。

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

第
二
十
一
条

令
第
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し

第
二
十
一
条

［
同
上
］

、
同
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
数
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
た
防
災
資
機
材
等
の
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
又
は
各
一
基
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
表
の
上
欄
中
可
搬
式
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
お
け
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン

ク
の
配
置
及
び
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、

当
該
可
搬
式
泡
放
水
砲
を
用
い
な
い
で
有
効
な
消
火
活
動
が
で
き
る
も
の
と
市
町
村
長
等
が
認
め
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

可
搬
式
放
水
銃
等

防
災
資
機
材
等

数

可
搬
式
放
水
銃
等

防
災
資
機
材
等

数

［
略
］

［
同
上
］

筒
先
基
部
圧
力
が
一

消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

筒
先
基
部
圧
力
が
一

大
型
化
学
高
所
放
水
車

・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

大
型
化
学
高
所
放
水
車

・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

大
型
高
所
放
水
車

の
場
合
に
お
い
て
毎

大
型
高
所
放
水
車

の
場
合
に
お
い
て
毎

分
三
千
リ
ッ
ト
ル
以

分
三
千
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
泡
水
溶
液
を
放
水

上
の
泡
水
溶
液
を
放

で
き
る
可
搬
式
泡

水
で
き
る
可
搬
式
泡



放
水
砲

放
水
砲

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

耐
熱
服

消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

耐
熱
服

大
型
化
学
高
所
放
水
車

大
型
化
学
高
所
放
水
車

大
型
化
学
消
防
車

大
型
化
学
消
防
車

大
型
高
所
放
水
車

大
型
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

小
型
消
防
車

普
通
泡
放
水
砲

普
通
泡
放
水
砲

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

空
気
呼
吸
器
又
は
酸

消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

空
気
呼
吸
器
又
は
酸

大
型
化
学
高
所
放
水
車

素
呼
吸
器

大
型
化
学
高
所
放
水
車

素
呼
吸
器

大
型
化
学
消
防
車

大
型
化
学
消
防
車

大
型
高
所
放
水
車

大
型
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

小
型
消
防
車

普
通
泡
放
水
砲

普
通
泡
放
水
砲

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

（
防
災
規
程
）

（
防
災
規
程
）

第
二
十
六
条

［
略
］

第
二
十
六
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十

７

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十



六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
に
お
い
て
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
特
定
事
業
所

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
に
お
い
て
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
特
定
事
業
所

（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海

（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海

溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い

溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い

発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・

発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・

千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
防
災
規
程
に
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

て
同
じ
。
）
の
防
災
規
程
に
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
８
・
９

略
］

［
８
・
９

同
上
］







備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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